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公募型プロポーザル方式に係る手続き開始のお知らせ 

 

次のとおり提案書の提出を求めます。 

なお、本プロポーザルは平成３０年度以降の契約の準備行為であり、契約の締結は

本事業に係る予算が成立し、予算配当があることを条件とします。 

 

平成３０年２月９日 

世田谷区 

１ 業務概要 

（１）件名  

世田谷区児童相談所システム構築・保守作業委託 

（２）目的 

世田谷区児童相談所を、平成 32年 4月以降の早期に新たに設置・運用する 

ため、効率的・安定的な運用及び管理、並びに個人情報の保護のため、システ 

ムを構築する。 

（３）業務範囲 

本システムの対象となる業務は、相談管理、会議管理、一時保護情報管理、

援助情報管理、負担金管理、債権管理、里親管理、統計処理、業務支援、シス

テム管理、住基連携、番号情報連携、共通の各業務である。 

業務の概要とシステム化の範囲は以下のとおりである。 

 

業務 概要 システム化範囲 

相談管理 児童・世帯基本情報の管理。調

査・診断結果管理。支援記録管

理。進行管理。 

対象児童・世帯、

会議、一時保護、

援助、負担金情報

等の登録、登録情

報の検索、集計、

データ加工、各種

帳票、他システム

との連携の他、機

能要件定義書に

記載の機能。 

会議管理 会議資料作成。会議情報管理。 

一時保護情報

管理 

一時保護開始・解除管理。通知書

作成。一時保護所での児童の予定

管理、行動観察記録管理。行動診

断。 

援助情報管理 指導、施設入所、里親委託等管理。

通知書作成。 

負担金管理 負担金管理。通知書作成。 

債権管理 調定・収納管理。通知書作成。督

促管理。 

里親管理 里親登録。記録、レスパイトケア

管理。 
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統計処理 統計情報の抽出。国等への報告デ

ータ作成。 

業務支援 各種情報照会・出力。 

システム管理 マスタ管理、データ修正、システ

ム修正等。 

住基連携 住基情報取込、異動情報出力。 

番号情報連携 情報提供、情報照会。 

共通 システム構成、帳票全般、セキュ

リティ等。 

 

 

（４）業務内容 

相談管理、会議管理、一時保護情報管理、援助情報管理、負担金管理、債権

管理、里親管理、統計処理、業務支援、システム管理、住基連携、番号情報連

携、共通の各業務を取り扱うことができるシステムを構築し、保守管理する。 

システム構築業務の内容は以下のとおりである。 

① プロジェクト管理作業 

・進捗、工程管理作業 

・課題管理作業 

・その他関連作業 

② 設計作業 

・本システムの設計作業 

・その他関連作業 

③ 構築作業 

・基本ソフトウェア製品の設定作業 

・ハードウェア製品のＯＳ等の個別設定作業 

・ソフトウェアのインストール、設定作業 

・本区ネットワークへの接続作業（機器に本区より付与する IPアドレス 

設定） 

④ その他関連作業 

・データ移行作業 

・テスト作業 

・教育、研修 

・マニュアル作成 

 

（５）履行期間 

① システム構築：契約の日（平成３０年５月 1日予定）から平成３２年３月 

３１日まで 

※ただし、契約は単年度ごととし、各年度における本事業の予算配当があり、
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かつ平成３１年度以降の契約については前年度の履行状況が良好であるこ

とを契約締結の条件とする。 

② システム保守：平成３２年４月１日から平成３７年３月３１日まで（予定） 

※契約は複数年の長期継続契約とし、契約初年度の予算配当があること及び 

システム構築業務の履行状況が良好であることを契約締結の条件とする。た

だし、契約締結後であっても、当該契約に係る区の歳出予算の削減があった

場合、又は履行状況が不良であった場合は、当該契約を変更又は解除するこ

とができるものとする。 

※当該システムの運用状況により、上記期間経過後も引き続き同じ事業者と保 

守契約を締結する場合がある。 

 

（６）成果物 

 システム構築業務の成果物は以下のとおりである。 

①本システム 

本システムの環境構築を行い、利用可能な状態で提供を行うものとする。 

・本システム 一式 

②本システムデータ 

   本システムの環境構築に伴い、稼動で必要となったデータの提供を行うも

のとする。 

・本システムに搭載する業務データ（東京都からの移行データを変換後） 

一式 

・本システムを構成するハードウェアの設定データ 一式 

・本システムを構成するソフトウェアの設定データ 一式 

・上記データを格納した電子媒体         一式 

③各種ドキュメント類 

   本システムの環境構築に伴い、稼動までに作成した各種ドキュメントの提

供を行うものとする。 

・プロジェクト管理関連 一式（プロジェクト管理資料等） 

・設計関連 一式（基本設計書等） 

・構築関連 一式（構築作業手順書、設定シート等） 

・テスト関連 一式（試験成績表等） 

・その他 一式（ソフトウェアの操作マニュアル、システム管理手順書、 

本区との打ち合わせ議事録等） 

・上記ドキュメントを格納した電子媒体 一式 
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２ 参加資格要件 

（１）世田谷区の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

（３）世田谷区から入札参加禁止又は指名停止の措置を受けている期間中でない     

こと。 

（４）都道府県民税・市町村民税に滞納がないこと。 

（５）一般財団法人日本情報経済社会推進協会が管理する個人情報取り扱いに関する

認定（プライバシーマーク）、又は国際規格ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１の評価

基準である「情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価

制度」認証を取得していること。 

（６）東京電子自治体共同運営の営業種目「情報処理業務」における格付けＡランク

を有すること。 

 

３ 提案書の提出者を選定するための基準 

  本件では、提案書の提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみ行う。 

 

４ 評価基準 

（１）提案書 

① 実施方針について 

② システム構成について 

③ 実施体制及びプロジェクト管理について    

④ 情報セキュリティ対策について 

⑤ データ移行について 

⑥ 本稼動支援について 

⑦ システム保守について 

⑧ 独自提案について 

⑨ システム機能要件定義に対する適合について 

⑩ 実績等について 

（２） 見積書 

見積金額の妥当性、提案限度額との整合性 

 

５ 手続き等 

（１）担当部課 

世田谷区子ども・若者部子ども家庭課児童相談所開設推進担当 

住  所：〒154-8504 世田谷区世田谷４－２１－２７ 

       世田谷区役所第１庁舎５階 52番窓口 

電 話：０３－５４３２－２９６２ ＦＡＸ ０３－５４３２－３０５０      
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E-mail： SEA02413@mb.city.setagaya.tokyo.jp 

（２）説明書の交付期間、配布場所及び方法 

期 間：平成３０年２月９日（金）～平成３０年２月２０日（火） 

（受付期間：午前８時３０分～午後５時まで 土日祝日除く） 

場 所：上記（１）に同じ 

方 法：希望者に無償配布する（世田谷区のホームページからダウンロード可）。 

       http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/137/541/d00158096.html 

（３）参加表明書の提出期限、提出場所及び方法 

期 限：平成３０年２月２０日（火）午後５時まで必着 

※期間中の受付は、午前 8時 30分から午後 5時まで（土日、祝日を除く。）。 

場 所：上記（１）に同じ 

方 法：持参に限る 

（４）提案書の提出期限、提出場所及び方法 

期 限：平成３０年３月１６日（金）午後５時まで（必着） 

場 所：上記（１）に同じ 

方 法：持参及び電子メール、両方で提出すること。 

 

６ その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）権利の帰属に関する取り決め等は正式契約の際行う。 

（３）契約保証金 免除 

（４）契約書作成の要否 要 

（５）当該業務に直接関連する他の委託業務を当該業務の委託契約の相手方との随意

契約により締結する予定の有無 無 

（６）参加表明書及び提案書の作成ならびに提出にかかる費用の負担については、 

世田谷区では一切負担しない。 

（７）参加を表明した者及び提案書を提出した者からの提出物は返却しない。 

(８) 区は、提案書を選定の目的以外で参加者に無断で使用しないものとする。 

（９）本件選定は、契約相手方となる候補者を選定するためものであり、業務の仕 

様については、選定過程において区が提示した資料及び提案者による提案内容 

に拘束されない。最終的な仕様は、選定された候補者と区とで仕様調整を行い、 

双方の合意により確定するものとする。 

（10）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並 

びに提案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。  

（11）提出された書類に虚偽の記載があることが判明した場合、その者が行った提 

案は無効とする。 

（12）本件に関して区から受領した資料等は、区の許可なく公表、転載及び引用する

ことはできない。 

mailto:%20SEA02413@mb.city.setagaya.tokyo.jp
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/137/541/d00158096.html
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（13）詳細は、提案要求説明書による。 


